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○動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 

平成十三年三月二十三日 

宮城県規則第二十七号 

改正 平成一八年三月二三日規則第一八号 

平成二〇年二月二六日規則第九号 

平成二五年七月一六日規則第六七号 

令和二年三月二四日規則第二六号 

令和二年五月二二日規則第六八号 

動物の愛護及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。 

動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 

危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則（昭和五十四年宮城県規則第十号）の全

部を改正する。 

（趣旨） 

第一条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する条例（平成十二年宮城県条例第百三十七

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（平一八規則一八・全改） 

（犬又は猫の引取り） 

第三条 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。）

第三十五条第一項の規定により犬又は猫の引取りを求める飼い主は、知事に犬又は猫の引

取り依頼申請書（様式第一号）を提出しなければならない。 

２ 法第三十五条第三項の規定により所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める者（以

下この項において「犬又は猫の引取りを求める者」という。）は、知事に所有者の判明し

ない犬又は猫の引取り依頼申請書（様式第二号）を提出しなければならない。ただし、犬

又は猫の引取りを求める者の依頼により警察本部又は警察署（以下「警察署等」という。）

で犬又は猫を一時的に預かった場合において、当該犬又は猫を警察署等から引き取るとき

は、警察職員が犬又は猫の引取りを求める者から犬又は猫を一時預かる際に作成した書類

の写しをもって所有者の判明しない犬又は猫の引取り依頼申請書に代えることができる。 

（平二〇規則九・追加、平二五規則六七・一部改正） 

（公示） 
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第四条 条例第八条第二項（条例第九条第二項において準用する場合を含む。次項において

同じ。）の規定による公示は、様式第三号により、当該犬を収容した保健所（支所を含む。）

の掲示場に掲示して行うものとする。 

２ 条例第八条第二項の規則で定める期間は、二日間とする。 

（平一八規則一八・全改、平二〇規則九・旧第三条繰下・一部改正） 

（譲渡の申請） 

第五条 条例第九条第一項の規定による犬又は猫の譲渡を受けようとする者は、知事に譲渡

申請書（様式第四号）を提出しなければならない。 

（平一八規則一八・全改、平二〇規則九・旧第四条繰下・一部改正、平二五規則六

七・一部改正） 

（野犬の駆除） 

第六条 条例第十条第一項の規定による野犬の駆除は、薬物入りのえさを道路、空き地、広

場、堤防その他適当な地表に配置することにより行うものとする。 

２ 薬物入りのえさを配置する場合は、配置した薬物入りのえさごとに、様式第五号により、

薬物入りのえさである旨を表示しなければならない。 

３ 薬物入りのえさは、野犬の駆除が終了した後直ちに回収するものとする。 

（平一八規則一八・全改、平二〇規則九・旧第五条繰下・一部改正） 

第七条 条例第十条第二項の規定による周知は、次に掲げる方法により行うものとする。 

一 野犬の駆除を行う区域及びその付近に居住する狂犬病予防法（昭和二十五年法律第二

百四十七号）第四条第一項の登録を受けた犬の所有者に対して、様式第六号により通知

をすること。 

二 野犬の駆除を行う区域及びその付近の公衆の見やすい場所に、様式第七号により掲示

をすること。 

２ 前項第一号の通知は野犬の駆除を開始する日の三日前までに、同項第二号の掲示は野犬

の駆除を開始する日の三日前から野犬の駆除を終了する日までの間、行わなければならな

い。 

（平一八規則一八・全改、平二〇規則九・旧第六条繰下・一部改正） 

（届出の様式） 

第八条 条例第十一条第一項の規定による届出は、飼い犬によるこう傷届（様式第八号）に

よるものとする。 

２ 条例第十四条第三項の規定による届出は、事故届（様式第九号）によるものとする。 
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（平一八規則一八・追加、平二〇規則九・旧第七条繰下・一部改正） 

（身分証明書） 

第九条 条例第十五条第二項の身分を示す証明書は、様式第十号によるものとする。 

（平一八規則一八・旧第七条繰下・一部改正、平二〇規則九・旧第八条繰下・一部

改正） 

（引き取られた犬等の返還） 

第十条 条例第十七条第二項に規定する引き取られた犬等の返還を求める飼い主は、知事に

返還申請書（様式第十一号）を提出しなければならない。 

２ 条例第十七条第二項の規定により前項の飼い主が負担しなければならない費用の額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。 

一 飼養保管費 一頭一日につき五百円 

二 返還費 一頭につき二千円 

（平一八規則一八・追加、平二〇規則九・旧第九条繰下・一部改正） 

（手数料の免除） 

第十一条 条例第十七条第五項に規定する特別の理由があると認めるときは、法第二十五条

第一項及び第四項に規定する事態を早急に改善する必要がある場合であって、生活保護法

（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定する被保護者その他知事が特別の

理由があると認める者が、犬又は猫の引取りを求めるときとする。 

２ 条例第十七条第五項の規定により、手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、

あらかじめ、犬又は猫の引取り手数料免除申請書（様式第十二号）を知事に提出しなけれ

ばならない。 

（令二規則二六・追加、令二規則六八・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の危険な動物の飼養及び保管に関する条例施行規則の規定による諸様式で取扱

い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の動物の愛護及び管理に関する

条例施行規則の規定によるものとみなす。 
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附 則（平成一八年規則第一八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十八年六月一日から施行する。 

（飼い犬取締条例施行規則の廃止） 

２ 飼い犬取締条例施行規則（昭和四十一年宮城県規則第八十三号）は、廃止する。 

附 則（平成二〇年規則第九号） 

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

附 則（平成二五年規則第六七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定による諸様式で取扱い上著

しく支障のないものについては、当分の間、改正後の動物の愛護及び管理に関する条例施

行規則の規定によるものとみなす。 

附 則（令和二年規則第二六号） 

この規則は、令和二年六月一日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規

定及び様式第十一号の次に一様式を加える改正規定は令和二年四月一日から、様式第一号か

ら様式第四号まで及び様式第七号に備考を加える改正規定、様式第八号の改正規定、様式第

九号に備考を加える改正規定、様式第十号（表面）の改正規定並びに様式第十一号の改正規

定は公布の日から施行する。 

附 則（令和二年規則第六八号） 

この規則は、令和二年六月一日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

（平20規則９・追加，平25規則67・令２規則26・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（平20規則９・追加，平25規則67・令２規則26・一部改正） 

様式第３号（第４条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第１号繰下・一部改正，平25規則67・

令２規則26・一部改正） 

様式第４号（第５条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第２号繰下・一部改正，平25規則67・

令２規則26・一部改正） 

様式第５号（第６条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第３号繰下・一部改正） 

様式第６号（第７条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第４号繰下・一部改正） 

様式第７号（第７条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第５号繰下・一部改正，令２規則26・

一部改正） 

様式第８号（第８条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第６号繰下・一部改正，令２規則26・

一部改正） 

様式第９号（第８条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第７号繰下・一部改正，令２規則26・

一部改正） 

様式第10号（第９条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第８号繰下・一部改正，平25規則67・

令２規則26・一部改正） 

様式第11号（第10条関係） 

（平18規則18・全改，平20規則９・旧様式第９号繰下・一部改正，平25規則67・

令２規則26・一部改正） 

様式第12号（第11条関係） 

（令２規則26・追加） 
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